
番号 質問事項 回答

1

契約書(案)第10条第2項につきまして、
「支払請求書を受理した日から30日以内に
支払う。」と記載がございますが、お支払
期日につきましては弊社供給条件では「支
払い義務発生日(弊社が定例検針日を考慮し
てあらかじめ定めた日)の翌日から起算して
30日以内」と定めています。ご了承いただ
けますでしょうか。また、弊社落札の際、
契約書をこちらの記載にご変更いただけま
すでしょうか。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律
（昭和２４年法律第２５６号）第６条に
より、政府契約の支払いの時期が規定さ
れています。当該法律の規定は、同法１
４条において、地方公共団体のなす契約
に準用することとされていますので、当
該契約に係る支払いの時期については、
県が給付の完了の確認又は検査を終了し
た後相手方から適法な支払請求書を受理
した日から３０日以内となります。

2

契約書(案)第11条第1項につきまして、
「遅延利息の率を財務大臣が決定する率を
乗じて」と記載がございますが、延滞利息
に付きましては弊社の供給条件では、「そ
の算定対象となる料金から、消費税等相当
額を差し引いた金額に年10％の割合を乗じ
て算定してえた金額」と定めております。
ご了承いただけますでしょうか。また、弊
社落札の際、契約書をこちらの記載に合わ
せて、削除またはご変更いただけますで
しょうか。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律
（昭和２４年法律第２５６号）第８条第
１項の規定に基づき、政府契約の支払遅
延に対する遅延利息の率が財務省告示さ
れています。当該法律の規定は、同法１
４条において、地方公共団体のなす契約
に準用することとされていますので、支
払時期までに対価を支払わない場合の遅
延利息の額は、支払時期到来の翌日から
支払いをする日までの日数に応じ、当該
未支払金額に対し政府契約の支払遅延に
対する遅延利息の率を定める告示により
財務大臣が決定する率を乗じて計算した
金額を下らないものとなります。

3

「消費税」や一般配電事業者が「託送料
金」の改定に伴う値上げ、値下げを行った
際に、その改定分の契約単価変更を行いま
すがよろしいでしょうか。

協議させていただきます。

4

仕様書及び契約書に定めのない事項につい
ては、弊社供給条件及び料金表によるもの
とします。ご了承いただけますでしょう
か。

承知しました。

5

内訳書(計算書)について、②年間の電力量料
金につきまして、端数処理は①年間の基本
料金と同様に小数点以下切捨てでお間違い
ないでしょうか。

お間違いございません。

仕様書等に関する質問と回答について
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